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令和６年７月１１日  

 

球磨村立義務教育学校プログラミング教育支援業務に係る 

公募型プロポーザルへの質問に対する回答 

 

番号 質問 回答 

１ 

プログラミングの授業を実施するときは学

年別でしょうか。それとも１～６年生、７～

９年生でまとめての実施とする必要がある

のでしょうか。 

児童生徒の能力に応じた授業を想定してお

り、基本的に５年生以上は学年単位での授業

実施を考えていますが、内容や難易度次第で

まとめて実施できるようであれば、複数の学

年をまとめて実施することも可能です。 

２ 

総実施回数（各学年○回または○時間実施す

ること等の回数・時間要件）や１日の中での

授業のコマ割り（１時間目・２時間目の合計

９０分で実施する等）の指定はございますで

しょうか。 

仕様書に記載している履行期間中に各学年

１０コマを予定しており、１コマの授業時間

は前期課程児童（小学生）４５分、後期課程

生徒（中学生）５０分です。授業実施日、授

業時間、授業のコマ割りは学校と協議して決

定することになりますが、授業は対面での実

施を想定しているため、移動回数の都合で同

じ日に複数の授業を行うことも可能です。 

３ 

学校の中に wifi 環境はございますでしょう

か。 

学習用に整備したタブレット端末以外を校

内に持ち込んで使用する想定がありません。

したがって、村から貸与する Chromebook を

ご利用いただくか、モバイルルーター等のご

用意をお願いします。 

４ 

児童が使用する PC やタブレットは学校でご

用意がありますでしょうか。また、その場合、

指定アプリのインストールは可能でしょう

か。 

児童生徒が使用するタブレット端末は１人

１台ずつ所有しています。 

一方で、広告が表示されるような無料アプリ

のインストールは承認していませんので、ア

プリの導入が必要な場合は事前に村教育委

員会の承認が必要です。可能ならば、現在使

用している Chromebook に対応したアプリの

導入をお願いします。 

５ 

球磨村立義務教育学校の教職員に対し説明

を行うとありますが、生徒への授業は受託者

が行うものと理解してもよいでしょうか。教

職員は授業の進行に関わるものとして考え

ておくべきでしょうか。 

原則として授業の進行は受託業者に行って

いただき、教職員は指導補助として関わりま

す。 

なお、児童生徒の安全管理や村の教育方針に

沿って授業を実施していただきたいので、教

職員との連携を図ってください。 
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６ 
教材を事前に送付し保管していただく等は

可能でしょうか。 

教材の保管は可能です。 

 


